
【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年９月25日

【会社名】 株式会社ブロードバンドタワー

【英訳名】 BroadBand Tower, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 ＣＥＯ　藤　原　洋

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目３番２号

内幸町東急ビル

【電話番号】 03-5202-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 法務・経理統括 中 川 美 恵 子

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目３番２号

内幸町東急ビル

【電話番号】 03-5202-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 法務・経理統括 中 川 美 恵 子

 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

EDINET提出書類

株式会社ブロードバンドタワー(E05494)

臨時報告書

1/3



１【提出理由】

当社は、平成27年９月18日開催の第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出

するものであります。

 

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年９月18日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、監査等委員会設置会社へ移

行するために、定款の一部を変更するものであります。また、責任限定契約を締結することができる

役員の範囲を変更するために、定款の一部を変更するものであります。さらに、事業目的につきまし

て、法令の改正等に伴う所要の変更を加えるものであります。

 
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

として、藤原 洋、中川 美恵子、高橋 俊之、及川 茂、大和田 廣樹、村井 純、西本 逸郎の７氏を

選任するものであります。

 
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、監査等委員である取締役として、千葉 哲

範、濱田 邦夫、坂東 眞理子の３氏を選任するものであります。

　

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬額を、年額３億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額３千万円以内）と定めるものでありま

す。

 
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第１号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、監査等委員である取締役の報酬額を、年額５

千万円以内と定めるものであります。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードバンドタワー(E05494)

臨時報告書

2/3



 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

201,358 1,448 0 (注)１ 可決 95.55

第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

藤原 洋 197,499 5,307 0

(注)２

可決 93.72

中川 美恵子 200,992 1,814 0 可決 95.38

高橋 俊之 200,705 2,101 0 可決 95.24

及川 茂 200,701 2,105 0 可決 95.24

大和田 廣樹 200,874 1,932 0 可決 95.32

村井 純 197,813 4,993 0 可決 93.87

西本 逸郎 200,835 1,971 0 可決 95.31

第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

千葉 哲範 198,192 4,614 0

(注)２

可決 94.05

濱田 邦夫 201,158 1,648 0 可決 95.46

坂東 眞理子 201,149 1,657 0 可決 95.46

第４号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の報
酬等の額設定の件

199,804 3,002 0 (注)３ 可決 94.82

第５号議案
監査等委員である取締役
の報酬等の額設定の件

200,091 2,715 0 (注)３ 可決 94.95

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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